
SMILE CITY MIYAKONOJO 幸せ上々、みやこのじょう

妊婦・子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図ると

ともに、地元の商店や飲食店等の支援のための出産・子育て応援給付金を令和6年４月1日から「みやこの

じょうすくすくPay（電子クーポン）」で支給します。これに伴い、みやこのじょうすくすくPayを利用できる参加店舗

を募集します。

登録受付期間

■令和６年２月１日 から随時受付

※令和６年２月２２日を1回目の申請期限とします。

この期間に登録された店舗は、令和6年4月1日の事業開始日からシステムに反映されます。

登録方法

■店舗登録の受付は、都城商工会議所 及び 各商工会 で行います。店舗所在地によって申請先が異な

ります。店舗所在地を管轄する商工会等に申請してください。

■登録には、登録申請書の記載･提出が必要です。詳細は、同封資料をご確認ください。（下記QRコード

からも、申請書のダウンロード等が行えます。）

○みやこのじょうすくすくPayは、たばこ、ビール券･商品券の購入、公共料金の支払いなどでは利用できません。

※登録手続きが完了しましたら 店舗掲示用の

ポスターと、 『参加店舗登録通知書』 を送付いた

します。

■対象者

みやこのじょうすくすくPayの概要

くわしくは

こちら →

みやこのじょうすくすくPay 

注意事項

問い合わせ 都城市保健センター TEL 0986-36-5661

妊娠の届出をした妊婦 または 出生した児を養育する者 （年間約2400人）

【国の出産・子育て応援給付金】

■支給額

５０，０００円相当のポイント
■給付方法

①紙クーポン利用：二次元コードが記載されたクーポン用紙を紙のまま利用する
②アプリ利用：クーポン用紙の二次元コードを読み取り、スマートフォンアプリである「region
PAY」（https://region-pay.com/)にポイントをチャージし利用する

■利用方法

妊娠届出後、面談を受けた妊婦及び３か月児健康相談時に面談を受けた児の養育者へ
クーポン用紙を交付

https://region-pay.com/

